
セグロウリミバエによる農作物被害を防止するため、防除区域外に出
荷する際には移動検査が必要です

農林水産省、沖縄県、市町村から生産者の皆さまへ

【移動制限の内容】
 セグロウリミバエの緊急防除の実施期間が令和９年３月３１日まで延⾧となります。
 生産者の皆さまは、防除区域（沖縄本島、伊江村、伊是名村、伊平屋村）で生産
されたセグロウリミバエが寄生するおそれがある植物(移動制限の対象となる植物)を防
除区域外に移動(出荷)する場合には、市町村への検査申請が必要となります（既に
検査申請済みの生産者は新たに申請する必要はありませんが、栽培作物・生産園地
に変更のある方は変更の申請が必要となります）。

 植物防疫官等が実施する検査に合格したもののみ、防除区域外への移動(出荷)が可
能となります。

 植物防疫官の検査を受けていない移動制限植物であっても、防除区域内で消費する
ことができます。

お問い合わせ先
那覇植物防疫事務所 : ０９８-８６８-１６７９
沖縄県病害虫防除技術センター: ０９８-８８６-３８８０
各市町村担当部署

【生果実】
（野菜）

うり科植物（ゴーヤー、カボチャ（ズッキーニを含む）、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュ
ウリ、メロン、モーウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリ など）、いんげんまめ
（サヤインゲン）、とうがらし、ピーマン（パプリカ含む）、トマト（ミニトマト含む）
など
（注）オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。

（果樹）
パッションフルーツ、パパイヤ（野菜パパイヤ含む）、ぱらみつ、ばんじろう（グァバ）、
ドラゴンフルーツ、ふともも、まれいふともも、すもも、なんようざくら、ノニ など
（注）マンゴウ、バナナ、パインアップルは、移動制限植物ではありません。

【花】
上記の野菜及び果樹

移動制限の対象となる植物（移動制限植物）

令和７年１２月版（本島内生産者向け）

セグロウリミバエ成虫 加害されたヘチマ

沖縄本島内26市町村、伊江村、伊是名村、伊平屋村

緊急防除を行う区域（防除区域）



移動検査の流れ

検査申請書の提出

検査申請書の受付

トラップ調査

果実の選別・検品

収穫物の検査

合格証明書の発給

検査合格証明ラベルの交付

生産者が梱包に検査合格証明ラベルを貼り付け
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農薬の散布履歴・施設侵入防止対策の確認
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〇移動検査は、植物防疫官や植物防疫員（県職員、市町村職員）
がトラップ調査と収穫物検査等を実施します。

３．移動検査の実施

２．移動検査の申請

〇セグロウリミバエが寄生しない防除対策（定期的な農薬散布、
侵入防止策を講じた施設や網室、袋掛け等）を実施してください。

生産者の皆様へのお願い

合格ラベル

１．防除の徹底

５．疑義情報の連絡

〇防除区域外へ出荷する移動制限植物を栽培する生産者は、市町村
への申請が必要となります。

４．検査合格証明ラベルの添付

〇セグロウリミバエの寄生が疑われる場合には、すぐに裏面の
お問い合わせ先にご連絡ください。

〇検査の結果、合格となった移動制限植物は、
市町村から合格証明ラベルの交付を受け、
荷口に添付して出荷してください。

対応者


